
再生農地において必要な農業用機械の導入・施設の整備を支援します。

・農業用機械の購入 ・・・・・・・ 地域協議会にて購入し、農業者等へ管理委託又は貸与して使用

・農業用機械の借り上げ ・・・ 農業者又は農業者等が組織する団体にて借り上げし、使用

【再生利用交付金】

農業用機械の導入
補助率１／２以内等

・農業用施設の整備 ・・・ 農業者又は農業者等が組織する団体が農業用施設を整備

農業用施設の整備
補助率１／２以内等

【ハウス、果樹棚、防風・防霜施設等】

７

※農業用施設の整備は、再生農地に限る

※農業用機械の機種や能力の設定根拠と
なる農地は、再生農地に限る

注）１取組主体あたりの「農業用機械及び付属機械器具の購入又は借上げ、農業用施設の整備」に係る支援対象事
業費には上限があることに留意。




